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足立区ユニバーサルデザイン推進会議 会議概要 

会 議 名 第２６回足立区ユニバーサルデザイン推進会議 

事 務 局 
都市建設部都市計画課、ユニバーサルデザイン担当課、 

総務部総務課、福祉部障がい福祉課 

開催年月日 令和２年１１月１９日（木） 

開 催 時 間 午後２時００分 ～ 午後３時０９分 

開 催 場 所 足立区役所 中央館８階 特別会議室 

区長の出席 有・無 

出 席 者 

会長 

八藤後 猛 委員 

署名委員 

山田 あすか 委員 
戸谷 惠美子 委員 

金子 孝一郎 委員 長澤 陽子 委員 田中 功一 委員 

内田 眞 委員 白石 啓 委員 川口 郁子 委員 

工藤 理佳子 委員 
障がい福祉推進室長 

杉岡 淳子 委員 

都市建設部長 

大山 日出夫 委員 

欠 席 者 

村田 雅利 委員 金井 秀之 委員 
総務部長 

真鍋 兼 委員 

   

関係区職員 

事 務 局 

ＵＤ担当課長 

安岡 毅 

ＵＤ担当係長 

白勢 和道 

景観計画係員 

髙橋 一代 

   

資 料 

 

      第２６回足立区ユニバーサルデザイン推進会議次第 

      第２６回足立区ユニバーサルデザイン推進会議座席表 

・資料１  第２５回足立区ユニバーサルデザイン推進会議議事録 

・資料２  足立区ユニバーサルデザイン推進計画 令和元年度実施事業評価

報告書 

（区が実施する個別施策の評価結果） 

・資料３  足立区バリアフリー地区別計画（江北周辺地区編） 

      パブリックコメントチラシ 

・資料４  足立区バリアフリー地区別計画（江北周辺地区編）概要版 

・資料５  足立区バリアフリー地区別計画（江北周辺地区編）素案 

・資料６  足立区ユニバーサルデザイン推進会議の区民委員および 

      委員在任期間について 
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そ の 他 

 

傍聴人：有・無 （  人） 

 

その他の参加者：有・無 
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（審議経過） 

開会 

 

○安岡ＵＤ担当課長 皆様、こんにちは。

定刻になりましたので始めさせていただき

ます。 

 本日は、お忙しい中、第２６回足立区ユ

ニバーサルデザイン推進会議にご出席いた

だきまして、誠にありがとうございます。 

 私は、司会を務めさせていただきます都

市建設部ユニバーサルデザイン担当課長の

安岡と申します。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 このたびは、委員の皆様にはお忙しい中、

区役所までお越しいただきましてありがと

うございます。今回は、新型コロナウイル

スが懸念される中、これ以上深刻化する前

にお集まりいただいて開催することにさせ

ていただきました。なお、山田副会長にお

かれましては、緊急の要件が入りましたの

で、急遽ウェブでの参加という形になって

おります。 

なお、感染拡大防止の観点から、会議時

間を短縮するため、第２５回議事録の報告

事項につきましては説明を省き、配付資料

の確認とさせていただければと考えており

ます。 

それでは、着座にてご説明させていただ

きます。 

 まず、本日の資料の確認をさせていただ

きます。 

 事前にお送りいたしまして本日お持ちい

ただきました資料になります。まず第２６

回足立区ユニバーサルデザイン推進会議次

第。 

第２６回足立区ユニバーサルデザイン推

進会議座席表。 

 資料１、第２５回足立区ユニバーサルデ

ザイン推進会議議事録。 

 資料２、令和元年度実施事業評価報告書。 

資料３、パブリックコメント資料。「以下

の案件について、区民の皆さんからのご意

見を受け付けています」。 

資料４、足立区バリアフリー地区別計画

（江北周辺地区編）素案概要版。 

資料５、足立区バリアフリー地区別計画

（江北周辺地区編）素案。 

資料６、ユニバーサルデザイン推進会議

の委員公募および委員在任期間について。 

席上に、ダブってしまいますけれども、

座席表と推進委員の名簿、ユニバーサルデ

ザイン推進計画の冊子とユニバーサルデザ

イン推進計画参考資料、ブルーのファイル

を参考資料として置いてあります。 

 これが以前お送りした資料と席上配付し

た資料になります。不足や落丁等がござい

ましたら事務局までお申しつけいただけれ

ばと思いますが、よろしいでしょうか。 

 次に、皆様に２つほどお願いがございま

す。 

 まず、本日の会議の議事録を作成する関

係上、議事録を作成する委託業者が本日の

会議内容について録音させていただきます。

また、記録として背後から会議中の写真撮

影をさせていただきますので、併せてご了

承ください。 

 また、本日は、定数１５名のところ１２

名のご出席をいただいておりますので、会

議が有効に成立していることを報告いたし

ます。 

 それでは、ここから、議事の進行は、足

立区ユニバーサルデザインのまちづくり条

例施行規則第６条第２項に基づき、八藤後

会長にお願いいたします。八藤後会長、よ

ろしくお願いいたします。 

○八藤後会長 それでは皆さん、本日もど

うかよろしくお願いいたします。 

 いつものことですけれども、事務局に確

認です。本日の会議の到達目標をお知らせ

ください。 

○安岡ＵＤ担当課長 本日の会議の到達目

標ですが、お手元の次第をご覧ください。 

 報告・承認事項の（２）令和元年度事業

の評価結果について、ご報告・承認いただ

きます。（３）の足立区バリアフリー地区別

計画（江北周辺地区編）のご報告と承認を

いただきます。また、３番目といたしまし

て、審議事項（１）足立区ユニバーサルデ

ザイン推進会議の区民委員の公募および委

員在任期間について、ご審議いただきます。 

以上となっております。 

○八藤後会長 ありがとうございました。

それでは、そのことを今日は念頭に置きま

して会議を進めていきたいと思います。 

事務局からも説明がございましたが、こ

ういう状況下でございますので、なるべく

スムーズな進行にご協力いただければと思
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います。 

 

 

報告・承認事項（１）第２５回議事録の承

認と第２６回議事録の署名人について 

○八藤後会長 それでは、次第の「２ 議

事」の報告・承認事項（１）第２５回推進

会議議事録の承認と第２６回推進会議議事

録の署名人についてに入ります。 

先ほど安岡課長より、時間短縮のため一

部報告事項の説明を省きたいとの提案があ

りましたが、第２５回ユニバーサルデザイ

ン推進会議の議事録について、今回は時間

短縮のため説明は省略して、委員の皆様に

ご一読いただくということでよろしいです

か。 

では、そういうことで進めさせていただ

きたいと思います。事務局もよろしいです

か。 

○安岡ＵＤ担当課長 はい、結構でござい

ます。 

○八藤後会長 それでは続けます。 

続きまして、議事録の署名人につきまし

て説明させていただきます。 

 足立区ユニバーサルデザインのまちづく

り条例施行規則第１０条に、推進会議の議

事録を作成し、保存すること。また、議事

録は、会長及び会長が指名する委員が署名

することと定められています。つきまして

は、本日のユニバーサルデザイン推進会議

の議事録の署名人について私から指名をさ

せていただきたいと思います。 

本日の議事録書名人は私と、今ネットで

参加していただいております山田副会長に

お願いしてよろしいでしょうか。 

(Web 会議画面上、山田副会長うなづく) 

うなずいていただけましたので、ご承認

いただいたということで進めさせていただ

きます。どうかよろしくお願いいたします。 

 

報告・承認事項（２）令和元年度実施事業

個別施策の評価の公表について 

○八藤後会長 それでは、引き続きまして

次第の２の報告・承認事項（２）の「令和

元年度実施事業個別施策の評価の公表につ

いて、これは事務局から説明をお願いしま

す。 

○白勢ＵＤ担当係長 事務局です。 

次第にあります資料２、令和元年度実施

事業評価の公表ですが、第一評価部会、第

二評価部会で評価していただきました結果

を踏まえて、資料２としてまとめさせてい

ただきました。 

内容につきましては、簡単にご説明させ

ていただきます。 

まず１ページ目に総評がございます。八

藤後先生からご総評をいただいているとこ

ろでございます。 

３ページ目になります。３ページ目に令

和元年度実施事業の施策数と平均点が書い

てございます。平成３０年度は３．８４、

令和元年度は３．８７ということで、若干

ではあるのですが、ポイントアップという

形になっております。 

一方で、平成３０年度につきましては５

点だった評価が３つございましたが、それ

がゼロとなっています。その一方で、３点

の評価が平成３０年度は９施策あったもの

が４施策に減って、代わりに４点のものが

２施策増えたという形になっています。 

今回、令和元年度に推進計画が変更にな

ったということで施策数が６個減っている

ことではあるのですが、評価点の３点が減

り、４点が増えたという形になっています。 

各施策の点数配点につきましては、５ペ

ージ目になります。区が実施する個別施策

一覧と評価結果というところに記載してご

ざいます。こちらにつきましては、推進計

画が改定されておりますが、これまで計画

をさせていただいていた施策とリンクして

いるものについては、このような結果に至

っております。 

個別の施策の評価につきましては、八藤

後会長、山田副会長から各施策についてご

講評をいただいているところでございます。

皆様から第一評価部会、第二評価部会での

ご意見も、こちらに記載させていただいて

おります。 

内容については、ご一読いただいて、ご

確認いただければと思います。この内容で

問題なければ、今回ご承認いただきまして、

１１月末をめどにホームページで公表させ

ていただきたいと考えております。 

簡単ではございますが、以上です。 

○八藤後会長 ありがとうございました。

皆様のおかげで、今年もこんなに分厚いも

のになりましたが、十分意見をおっしゃっ

ていだたきまして、これが反映されること
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への期待へとつないでいきたいと今年も思

っております。 

今、事務局から説明がありましたように、

この評価結果は皆様方が主体となっておつ

くりになったわけですので、その内容とち

ょっと違うというところがあったり、趣旨

が違うなど、ないとは思うのですが、その

ほか何かお気づきの点等ございましたら、

どうぞ。事務局への質問などでも構いませ

ん。 

○金子委員 障害者団体連合会の金子です。 

単純な字句のミスだと思うのですが、６

５ページの２７、２８、２９とありますよ

ね。３１のところの「視覚障がい者の社会

参加を促進するため」、これは「手話通訳者

の人材確保を図り、支援体制の充実に取り

組んでほしい」ということですから、「聴覚

障がい者」の間違いではないですか。 

○白勢ＵＤ担当係長 はい、そうです。す

みません。失礼いたしました。修正させて

いただきます。 

○金子委員 細かい内容に入ってもよろし

いのでしょうか。 

○八藤後会長 結構でございます。 

○金子委員 ９６ページです。中ほどの実

施結果で左と右に分かれていますが、本庁

舎改修準備担当課というのが上から数行の

ところにあります。ここに「北館改修だけ

でなく、中央／南館も含めた改修基本計画

を策定した」とあるのですが、２ページ前

のところの９４ページで、本庁舎改修準備

担当課の計画年度の中に北館改修の設計準

備とか設計は入っているのに、中央館とか

南館のことは何も入っていないのですよね。

これはどういうことなのかなと思って、質

問です。 

○八藤後会長 私も気がつきませんでした

が、いかがでしょうか。 

○白勢ＵＤ担当係長 事務局です。 

すみません。当初の計画で、推進計画に

書かれている内容を９４ページに書かせて

いただきました。そのときには北館改修の

みという形での計画だったのですが、本年

度実際にやった事業としては、中央間、南

館も含めた区役所全体の改修基本計画とな

っております。この点についても、所管課

の本庁舎改修準備担当課と調整をさせてい

ただきまして、修正させていただきたいと

思っております。 

以上です。 

○金子委員 分かりました。 

○八藤後会長 これは当初予定ということ

で、予定になかったことをやるということ

は別に悪いことではないと思いますし、そ

のせいで遡って予定を変更してしまうとい

うほうが、むしろ問題ではないのかなと思

います。そういう意味でそごがあっても構

わないのではないかという考え方もできま

すが、いかがでしょうか。 

○白勢ＵＤ担当係長 事務局です。 

会長のおっしゃるとおり、確かにここの

項目は、もともと評価報告書の記載のとき

に、推進計画の中身をそのまま書かせてい

ただきました。 

２０１９から２０２２までの年次計画に

おいて、当初つくったものと時系列によっ

て変わってくるところがある場合は、それ

をその都度変えてしまうと、どれがどれだ

か分からなくなってしまうところがありま

すので、当初はこういった形、もともとの

計画のものだけとなっていました。 

我々としては、できれば推進計画に書か

れている項目をこちらの９４ページの項目

に書きたいと思っているのですが、金子委

員がおっしゃるとおり、９６ページとのそ

ごが出てくる。どうしてこういうふうにな

っているのだということが出てきますので、

９４ページと９６ページの両方併せて確認

させていただきたいと思います。 

今、八藤後会長がおっしゃっていただい

ているところと金子委員がおっしゃってい

ただいている点を踏まえると、先ほどの発

言とはちょっと異なってしまって申し訳な

いのですが、９６ページのところを、例え

ば「当初予定は北館改修だけの計画であっ

たが、中央館／南館を含めた改修基本計画

を本年度で策定した」というような内容に

書き換えるということでよろしいでしょう

か。 

○金子委員 はい、分かりました。 

ついでに、そうすると来年度の同じよう

な時期のときには、ここに入ってくるわけ

ですね、南館とか中央館が。 

○白勢ＵＤ担当係長 そうですね。恐らく

全体の改修というのは、北館のほうがやは

り古い建物なので、改修の程度というのは

恐らく北館が大規模、南館、中央館につい

ては部分的な改修になるのかなと考えてお
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ります。 

○八藤後会長 それでよろしいですか。 

○金子委員 はい。 

○八藤後会長 ありがとうございました。 

ほかにございませんか。 

○金子委員 これ、すごく分厚く、当日の

評価部会で担当の所管とやりとりしたこと

なども細かく載っているので、非常に分か

りやすくていいなと思います。また年度に

なれば同じ評価部会がありますが、今回ま

とめた結果を受けて、さらにその後に１年

待つのではなく、個別に管轄する課が答え

たことに対して、こちらがまた改めて再質

問なり、あるいは再要請なりしたいという

ことがあると思うのです。公的な建物の改

修のあり方とか、民間建築物のあたりなん

かについても、まだ個別的には、一回のこ

の回答だけでは私なんかは不満があって、

もっと細かく詰めたいなと思うのですよね。

そういった場合に、ユニバーサル担当課を

通さず 直接その担当課にこちらが聞いて

進めていきたいなと思うのですが、そのあ

たりはいかがでしょうか。 

○白勢ＵＤ担当係長 事務局です。 

実際に報告書で上がったことに関して改

善点や修正点があった場合、当然本年度に

改めて修正をかけていっているはずです。 

再度のご質問というところですが、確か

に所管課でどういったことをやっているの

かということで、各委員の皆さんは気にさ

れているところがあると思います。 

ただ、大変申し訳ないのですが、各所管

もこの事業だけやっているというわけでは

ないので、個別にご相談していただくのは

大変ありがたいのですが、一度我々を通し

ていただきたいなと思います。 

実際に今回評価報告書に入れさせていた

だいた項目の中で、各施策のところに前年

度委員意見を書いています。これも昨年度、

平成３０年度にやった事業がどのように令

和元年度に生かされているのか、我々事務

局、委員の皆さん、関係する所管課、双方

で確認するという意味合いでつけています。

そうしたところも含めて、できれば我々の

ほうを一度通していたただき、その中で個

別の所管と我々を含めての打ち合わせをさ

せていただくということでお願いしたいな

と考えております。 

○八藤後会長 というご回答ですが、よろ

しいですか。 

○金子委員 何かよく分からないというか

……。 

○白勢ＵＤ担当係長 実際にやらないとい

うわけではなくて、いろいろな項目でいろ

いろご意見があるとは思います。個別、個

別に伺うと、そういったことも必要かと思

うのですが、できればまとめて我々のほう

から各所管に、こういうご意見が来ていま

すよとお送りしたほうが、より効果的では

ないかなと考えています。今回の講評を含

めて、そういった話がいいのかなというふ

うに考えています。 

○大山委員 金子委員のお話、非常にお気

持ちとしてよく分かるところなのでござい

ますが、担当課としても、どんなご意見が

あって、所管がどう対応しているのかとい

うところを把握させていただきたいという

部分もあります。できるだけご要望につい

ては速やかに所管に伝え、また対応する場

を設けたいと思いますので、大変申し訳な

いのですが、一度事務局を通していただく

ということでご了解いただければありがた

いなと思います。よろしくお願いします。 

○金子委員 分かりました。 

○八藤後会長 ということでございます。

私も今の区の方の説明というか、その方針

でよいと思いますが、差し出がましいよう

ですが、仮に一区民としてそういう意見を

伝えに行くというものは、この委員会とし

ては何ら妨げるものではございません。念

のため申し上げておきたいと思います。 

では、いかがでしょうか。―よろしゅ

うございますか。 

それでは、先に進めさせていただきたい

と思います。 

 

報告・承認事項（３）足立区バリアフリー

地区別計画（江北周辺地区編）素案のパブ

リックコメントの実施について 

○八藤後会長 それでは、（３）の足立区バ

リアフリー地区別計画（江北周辺地区編）

素案のパブリックコメントの実施について、

事務局から説明をお願いします。 

○白勢ＵＤ担当係長 事務局です。 

足立区バリアフリー地区別計画（江北周

辺地区編）ということで、このユニバーサ

ルデザイン推進会議以外に、我々ユニバー

サルデザイン担当課のほうでバリアフリー
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に関係する事業を行っています。昨年度ユ

ニバーサルデザイン推進計画でパブリック

コメントをかけたのと同じように、バリア

フリー地区別計画を策定しまして、ちょう

ど今週の月曜日からパブリックコメントを

かけております。そのご報告になります。 

バリアフリー地区別計画を簡単にご説明

させていただきます。 

バリアフリー法という法律がございます。

そちらの法律の中で、面的に区内のある個

所をバリアフリー化するための計画をつく

るという項目がございます。その法律に基

づき、我々ユニバーサルデザイン担当課で

区内１０地区を定めまして、そのうち平成

２９年に区役所周辺地区を定め、今回、令

和２年度に、東京女子医科大学新東医療セ

ンターが来る江北地区を、改めて面的なバ

リアフリー化ということで計画を策定して

いるところでございます。ちなみにユニバ

ーサルデザイン推進会議の委員である金子

さん、副会長の山田先生も、バリアフリー

協議会の委員としてご参加していただいて

いるところでございます。 

パブリックコメントは大まかに１か月程

度、意見を募集させていただいております。

実は昨年度、ユニバーサルデザイン推進計

画のパブリックコメントの件数が少なくて、

いろいろな課題をこの会議の中でもご提示

していただいております。昨年度、工藤委

員から、ＮＰＯ活動支援センターへこうい

ったパブリックコメントの情報を出したほ

うがいいのではないかというお話をいただ

いておりますので、実は先日、ＮＰＯ活動

支援センターのほうにも情報をご提供させ

ていただきました。あと、この江北周辺地

区に関係する事業者の方々、自治会の方々

にも、今後資料を直接お配りさせていただ

き、パブリックコメントのご意見を募集し

たいと考えております。実際にはご意見を

いただけるかどうか、なかなか微妙なとこ

ろではあるのですが、ホームページ等で周

知するだけではなくて、直接区民の皆様、

事業者の皆様に関係することなので、こう

いったことをやっていますよという周知は

図っていきたいと考えております。 

中身については、大変申し訳ないのです

が、説明は割愛させていただきます。概要

版と素案本編を見ていただいて、なるべく

皆さんが分かりやすいような内容にさせて

いただいております。先ほど金子委員から

お話があったような修正点や錯誤等があり

ましたら、大変申し訳ないのですが、ご連

絡いただければなと考えております。今ホ

ームページでも公開しておりますので、ご

確認いただければなと思っております。 

以上でございます。 

○八藤後会長 ありがとうございます。と

いうことは、今日この場での審議とか、あ

るいは話し合いではないところでお受けし

たいというご意向でございますね。 

○白勢ＵＤ担当係長 はい。 

○八藤後会長 ということですので、これ

は今回ご説明ということで伺いました。あ

りがとうございました。 

とは言いますが、今日の進行の台本には、

何かご意見があれば聞いておきなさいとい

うことがありますので、失礼しました。も

し今あれば。後ほどでもいいということで

ございますが。 

○川口委員 川口です。 

江北に住んでいるので、このバリアフリ

ー地区別計画はとても気にしているところ

なのですが、先ほどの金子委員の話にもつ

ながるかもしれないのですが、この江北地

区のバリアフリーとかエリアデザインにつ

いての委員会が発足されて、その中で話し

合いが進んでいると思われます。最初の段

階で、そういった地区の委員の方を募集し

ますみたいなお知らせが来たことはあるの

ですが、どちらかというと、地区で古くか

ら活動している団体さんとか、商店の方と

か、一個人が入れるような委員会ではない

ということだったのですよね。実際にそこ

に住んでいて、ふだん活動、活動とは言わ

なくても、そういったことに興味がある人

が入れない委員会であると私は感じたので

す。なので、まちづくりに興味があって、

ぜひそういう審議に参加したいと思ってい

る人が入れるような委員会にしていただけ

たらいいなと、この江北地区について思っ

ているのが、まず１点です。 

それから、バリアフリーとエリアデザイ

ンとちょっと管轄が違うと思うのですが、

もう一つ気になっているのは、この病院へ

の経路として、江北バス通りですね。その

バス通りは、バスがすごく通るのですが、

狭くてすごく危ない道路なので、無電柱化

してほしいとか、あれをどうにかしてほし
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いという意見があるのに、このバリアフリ

ー地区別計画では、この道はそのまま特に

何もせず、そうではない、もう一本違う道

をずどんと通すという計画になっています。

それについてはエリアデザインのほうでも

物すごい反対意見が出て、新しい道は要ら

ないから、バス通りを何とかしてほしいと

いう意見がすごくたくさんあったのですね。

そこに対しての明確な答えがないまま、バ

リアフリー地区別計画でも同じ計画が進ん

でいて、これをどうすべきなのかというの

はすごく気になっているのですが、そこの

説明も聞く機会がないというか、結局決ま

ったときにお知らせが来るという今の状態

なので、それを何か一緒に審議していくよ

うな機会をつくれないだろうかと思ってい

るのです。そういう機会をつくるとしたら

どうしたらいいのかというのを教えていた

だけたらうれしいなと思っています。 

○八藤後会長 まさにここで聞いていただ

くのがよい話題だったと思います。いかが

でしょうか。 

○白勢ＵＤ担当係長 事務局です。 

まず１点、ご了承いただきたいところが

あります。この地区別計画を策定するに当

たって、何をこの計画の根拠というか、前

提としているかというところです。バリア

フリーをするために、確かにいろいろな道

路の整備とか、そういったものは必要で、

特にこの地区別計画は各施設、施設とを結

ぶ道路であったりとか、バス、鉄道、そう

いったところの面的な整備をしていくため

の計画と位置づけられています。なので、

今川口委員がおっしゃったように、恐らく

アクセス道路のお話なのかなと思うのです

が、アクセス道路の話であったり、江北バ

ス通りの話、当然面的なまちづくりという

ところでは、バリアフリーも関係するとい

うのは確かにあると思います。 

ただ一方で、このバリアフリー地区別計

画は、明確にうたわれてはいないのですが、

年数の制限、おおむね１０年程度でバリア

フリー化するものと位置づけがされていま

す。他の自治体さんでも、５年以内の短期

と１０年程度の長期、都市計画道路だとそ

れ以上になってしまうのですが、そういっ

た分け方がされています。 

ご存じのとおり、江北バス通りは、私が

入区する前からずっと、平成に入った当初

から課題になっているところです。物理的

な制限等があって、用地買収をかけて道路

の幅員を広げるとか、そういった方法をし

ない限りは、現状を打開するというのがま

ず難しい道路です。ただ、バスが通ってい

るので、バリアフリー化は必要だというと

ころがございます。１０年以内に実際にこ

のバス通りが解決するかというと、都市計

画の話も出ていない、東京都のほうでそう

いった計画も今のところはないということ

を考えると、バス通りについては、大変申

し訳ないのですが、１０年以内のスパンで

ということを考えると、入れることは難し

いかなと思われます。あくまでもバス通り

の課題としては足立区も東京都も認識をし

ている。それ以外のところで面的に整備で

きるところはないかということで、エリア

デザインのほうで計画しているアクセス道

路を挙げさせていただいているところです。

アクセス道路についても、まだいろいろな

課題があるというのは我々も認識していま

す。実際にアクセス道路が、そういったと

ころで課題がもしクリアにならなかった場

合は、別のルートも考えております。 

また、今回、地区別計画に書かせていた

だいている生活関連経路、そして複数のル

ートを設定させていただいているところで

す。既存の道路をバリアフリー化していこ

うというのが、このバリアフリー地区別計

画の大きな軸ですので、まちづくりを新し

く行う点が、たまたま江北地区は多いので

すが、この地区別計画そのものはどちらか

というと、今ある既存のまちをどうやって

バリアフリー化していくかということに注

力した計画というところはご理解いただき

たいところです。 

加えて、委員の皆さんから意見をいただ

くという機会については、ユニバーサルデ

ザイン推進会議と同じようなバリアフリー

協議会があります。協議会は、まちづくり

に携わっていただいている方、金子委員の

ような障がい者団体の方々、各事業者の皆

さんにご参加いただいています。それ以外

に、まち歩きをするための区民部会もあり

ます。実際にそういったところに、川口委

員がおっしゃっているような、まちに古く

から関わっている方、最近引っ越されて関

わっている方、そういった新旧のまちづく

りに関わっている方に来ていただくという
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のが本来だと思います。 

ただ、大変申し訳ないのですが、我々も

３年ぶりの区民部会だったので、現状でで

きるところということで、これまでと同様

な委員の選定をしてしまったというところ

はあります。今後、先ほど言ったとおり策

定予定地区が１０地区ありますので、計画

を立てる際には、そういった視点も区民部

会に参加していただくメンバーとしてはお

願いしたいと思います。江北周辺地区につ

いては、まだまだ勉強不足だったところは

あるかなと感じているところです。 

○八藤後会長 どうぞ。 

○大山委員 貴重なご意見ありがとうござ

います。今回、まち歩きについても、なか

なかつてがなくて、福祉部のほうでお声が

けをしていただいて、江北地区で障がいを

お持ちの方、団体には属していないけれど

も、ご意見をいただこうということで、２

名参加していただきました。それで十分と

は思っていませんので、地域の皆さんのご

意見をいただける機会を増やす手だては少

し考えていきたいなと思っています。 

それからもう１点、川口委員がおっしゃ

られたずどんという道は、アクセス道路の

話ではなくて、１３８号線の話を多分され

ていたのだと思うのですね。 

江北バス通りについては、バスが通って

いるにもかかわらずあの広さでということ

で、非常に危険だということで、議会でも

たびたびご意見をいただいています。ただ、

あの道路を全部用地買収をしていくにして

も、非常に個々の敷地が狭いところもあっ

て、なかなか難しいだろうということで、

今回、東京女子医科大学が来ることを一つ

の契機として、もともと１３８号線という

のは、多分今までのルールからいくと東京

都が施行しなければいけない道路だと思う

のですが、区が施工するということでより

早く―それでも相当な時間はかかるので

すが―実施をして、これは私が単純に考

えているだけではありますが、できればバ

スのルートも、少し大きな道ができたとき

には、そちらのほうに移動していただける

ようなことも考えて、あそこの江北バス通

りを通らないで済むような工夫ができない

かなと今考えているところです。 

それにしても時間がかかるので、その間

どうするのだというご意見はもちろんある

かと思いますが、実際問題なかなか厳しい

なと思っています。 

○八藤後会長 今の件についていかがでし

ょうか。 

○川口委員 ありがとうございました。現

状とてもよく分かりました。おっしゃると

おり、１３８号線ですかね、新しく区で造

ろうとしている道路があって、でもバス通

りは無電柱化もできないし、用地買収も全

然進まないという理由で、「そこは無理なの

です、だから新しい道路を造ります」と言

われたときに、「新しい道路こそ、用地買収

を何もしていないのに１０年でできないよ

ね」と感じて、よく皆でその話をするので

すね。「なぜこの道は駄目なのに、こっちは

いいのだろう」ということがよく分からな

かったので、今のお話でとてもよく分かり

ました。 

ただ、まだ１３８号線は始まっていない

し、さらに言えば、私が子育て支援の事業

を行っているみらいハウスの敷地も通ると

いう予定になっている道なのですよ。建物

がばんばん建っているし、「ここに道ってあ

り得ないよね」というような場所が今設計

されていて、江北のバス通りに代わる道路

という計画にしては、あまり理屈が通らな

いのではないかなと感じたので、そういっ

た意見をどこに伝えて、どのようにしてい

ったらいいのかなというのが分からなかっ

たのです。今回ちょうどいい機会をいただ

けるので、パブリックコメントでそのあた

りが何か書ければと思っております。あり

がとうございます。 

○八藤後会長 どうぞ。 

○内田委員 内田です。 

 建設業のほうからなのですが、この補助

１３８号線、綾瀬からずっと来ていまして、

弊社でも梅田～関原を、つい先日全部施工

したところです。そこからずっとつながっ

てきているので、当初の計画、東京都道で

ずっと来たのですが、恐らくここだけ区で

やりますよということだと思います。です

ので、今から計画しているわけではなくて、

もう１０年以上前から、それこそ綾瀬のほ

うは、五兵衛新橋ができた当初から梅田の

交差点を抜けて荒川と平行して来ているも

のです。ご参考までに。 

○川口委員 それについては、３０年ぐら

い前から計画があるというのは聞いており
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まして、綾瀬からずっと造っているものは

よく存じ上げております。ただ、江北とつ

ながらないのです、道が。つながればすご

く便利だったのですが 計画がずれて当初

計画していた道とは別の場所に造るという

事になって、「つながらなかった」と分かっ

た上で、なぜ新たにまた、建物がいっぱい

建っている、しかもあの辺は斜めなのです

が、その斜めを分断するような道路にして

いるのだろうなというのが分からなかった

ので、そのあたりも。 

○内田委員 すみません。了解しました。 

もう一つは、うちも実際東京都の仕事と

足立区の仕事をしているのですが、バス通

りは都道だというところが一番大きいこと

なのではないかなと。足立区役所からすれ

ば どうにかしたいでしょうが、これは都

道ということで、区役所のほうに言っても

ちょっと苦しいのかなと、私はそういう考

え方です。 

○八藤後会長 いろいろありがとうござい

ました。よろしゅうございますか。 

○川口委員 はい。 

○八藤後会長 よろしいですか、これに関

して。 

○安岡ＵＤ担当課長 ユニバーサルデザイ

ン推進担当課長でございます。 

 先ほども言いましたように、パブリック

コメントにつきましては区内在住の方、こ

ちらの委員方はどなたでもご意見をいただ

けます。何でも構いませんので、ご意見い

ただけたらありがたいと思っております。

よろしくお願いいたします。 

○八藤後会長 ということでございます。

ありがとうございました。 

 

審議事項（１）足立区ユニバーサルデザイ

ン推進会議の区民委員公募および委員在任

期間について 

○八藤後会長 それでは、次に審議事項に

入ります。（１）の足立区ユニバーサルデザ

イン推進会議の区民委員公募および委員在

任期間についてということで、事務局から

説明をお願いいたします。 

○安岡ＵＤ担当課長 事務局からご説明さ

せていただきます。 

 今年度のユニバーサルデザイン推進会議

の委員の皆様は、今年度末が改選時期とな

り、区民委員の方は公募で募集をする予定

になっております。区民委員は選考によっ

て選ぶことになるのですが、公募の意義も

ありますので、連続任期について、記述の

とおり、４期８年の制限を設けたいと思っ

ております。 

内容につきましては、別紙１、要綱に下

線が引いてあります「直近において連続し

て４期以上の公募委員として存在していな

い方」を追加したいと考えております。 

この年数の設定理由でございますが、別

紙２の足立区審議会等の設置及び運営に関

する指針の裏に四角く囲ってあります「一

の審議会等の委員に１０年を超える期間継

続して選任しないこと」という条件があり、

別紙３に、ユニバーサルデザイン推進計画

の実施期間が８年となっておりますので、

その８年に合わせまして、４期８年という

形で行いたいと思っております。 

ただ、これは連続ということになります

ので、一度任期を空けていただければ、再

度応募することは可能となっております。 

また、現在、区民委員の工藤様、川口様

におかれましては、来年度、委嘱されたと

しても連続４期になっておりませんので、

来年度の応募は可能となっております。 

 別紙４の公募要領は、任期４期を追加し

た形で公募要領については出したいと思っ

ております。 

内容については以上となります。 

○八藤後会長 ありがとうございます。こ

れにつきまして、皆様方から質問、ご意見

等ございませんでしょうか。 

○川口委員 川口です。 

 この任期についての制限は設けていただ

いたほうがよろしいかと思います。やはり

同じ人になってしまうし、ここの会全体が、

いい意味で変わっていかないといけないと

思いますし、団体の方々は役職が替わるご

とに代わるということを踏まえると、そう

だなとすごく感じますので。ありがとうご

ざいます。 

実はもう一つ、ずっとご提案したいなと

思っていたのは、区民委員が２名という規

定についてですね。私はこの会議に参加し

ていて、２名ってすごく少ないなと感じま

した。実際にはもっとやりたい人はたくさ

んいると思うので、「こういうのがあるよ」

というのをもっと広めたいと思いつつ、私

もやりたいから「応募がたくさんあったら
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できなくなってしまったら」と思ったり。 

「なかなか区民委員が来ないのだよね」

というご意見もあると思うのですが、うま

いぐあいに進めづらい仕組みになっている

のではないかなとも感じています。ご予算

や、いろいろほかの決まりもあると思いま

すし、もしかしたら足立区の審議会の指針

のほうで２名という決まりがあるのかもし

れないのですが、できれば「やりたい」と

いった人は、ある程度クリアしていたら全

員できるくらいの何らかの方法、もしくは

少なくとも３人から５人ぐらい希望者がい

れば、やっていただいてもいいのではない

かなとちょっと思ったので、委員の定員２

名というところの幅をもうちょっと広げて

いただけるとありがたいなと感じています。 

以上です。 

○白勢ＵＤ担当係長 事務局です。 

ご意見いただきましてありがとうござい

ます。今、区民委員というところでお話を

しているのですが、実はほかの審議会の中

でも委員全体でどうしていくのか、今、川

口委員がおっしゃったように、委員が固定

化しない、循環して新たな視点をいただく

というところは、実はこのユニバーサルデ

ザイン推進会議以外でも議論になっている

ところでございます。 

まず区民委員の定数なのですが、久々に

登場したこのブルーの冊子の足立区ユニバ

ーサルデザインのまちづくり条例の施行規

則がありまして、そこの３／１２ページに

なります。第５条になりますが、そこに委

員の人数が何名以内と書いてございまして、

実はそこの中に公募による区民が２名以内

という規定がございます。現状の規定から

いくと、この規定に沿ってやらせていただ

くので、今、川口委員と工藤委員の２名と

いう形になります。ここの施行規則を変更

出来ないというわけではないので、今のお

話も含めて、変えることは可能かと思いま

す。ただ、施行規則になりますので、若干

法的な手続、法務との確認等々がございま

すので、ちょっとお時間をいただきたいな

と思っています。 

実際にそのお時間をいただく中で、今回

の改選に間に合うかどうか、今は何とも申

し上げられないので、委員を増やすという

ことであれば、逆にほかの、事業者の代表

者さんが４名以内なので、例えば３名にし

て区民委員を増やすとか、逆に全体の人数

を増やして３名以内にするとか、いろいろ

な方法があると思うので、そこはいろいろ

な審議会等も確認しながら考えていきたい

なと思っています。 

大変申し訳ないのですが、今のところは

２名ということで話を進めさせていただき、

時間的に間に合う、いろいろな条件が整う

ようでしたら、今回の改選に合わせて変え

るということも一つもかなと思っています。

その際には、当然会議の中でもそういった

ことをお諮りさせていただき、ご承認いた

だいてから、そういった手続に入りたいと

思いますので、ちょっとお時間はいただく

かと思います。よろしくお願いします。 

○川口委員 ありがとうございます。 

○八藤後会長 よい意見を出していただい

たと思います。私の考えになりますが、結

論から言うと、これを増やすということに

ついては、前向きに区のほうでも取り組ん

でいただくのがいいのではないかと私は思

います。 

というのは、今お示しいただいたユニバ

ーサルデザインのまちづくり条例の施行規

則は、改正が平成２９年となっております

が、恐らくこの人数が決まったのは、もっ

とずっと大昔なのではないかなと思います。

しかしここ１０年ぐらいの間で様々な法令

などにも住民参加がはっきりうたわれたと

いうのが近年の間に随分出てきたと思いま

す。そういう社会背景なども見ていきます

と、これについてはかなり積極的に行政意

見として取り組んでいくべきものなのかな

と思います。これは私の個人的な意見です

が「十分お考えいただくのに値するもの」

と、今の川口委員のお話に関連させて、ち

ょっと申し上げさせていただきました。 

○大山委員 広く区民の皆様からご意見を

いただくという意味でも、今の八藤後会長

のご意見も踏まえて、行政内部でも前向き

に検討させていただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

○八藤後会長 よろしくお願いいたします。 

それでは工藤委員、どうぞ。 

○工藤委員 工藤です。 

委員としての意見プラス当事者としての

視点から意見を述べさせていただきたいと

思います。 

 任期のこういった制限というのは、区民
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として参加する側もそうですし、それから

運営されて選んでくださる方々にとっても、

一つのルールというか、そういったものが

あることが、まず必要かなと思っておりま

したので、いい規定だなと思いました。 

 私が今３期続けさせていただいていまし

て、２年間の任期で、毎回毎回論文を出し

てという形になってきたのですが、その都

度自分なりに感覚的に違っていました。ま

ず在任１期目の１年目では、このユニバー

サルデザインのことを区民委員として持ち

帰って自分たちの活動の中に、こういうす

ばらしいことをやっている委員会があるん

だよというのを伝えきれないなと、すごく

短く感じたのですね。それで２年目に入り

ました。最初の２年では、ユニバーサルデ

ザインという言葉は、地域活動をして頑張

っている方たちから全然言葉として出てこ

なかったです。私が話をしても、ふだんほ

かのことだったら思い切り会話ができる地

域活動家の方たちも、全然そんな言葉を使

わず、バリアフリーという言葉は何となく

分かっているので、それでいろいろなこと

をおっしゃられるという状況でした。だか

らもうちょっと皆に浸透するように２期目

は頑張ろうと思いました。その頃に川口委

員と一緒になり、川口さんも地域活動を活

発にされている方だったのですごく心強い

なと思いながら、少しずつバリアフリーで

はない、ちゃんとデザインということ、そ

れが単に形ではなくて、心の持ち方とか、

そういうところの部分までも必要とされる

ものなのだなというのが少しずつ周りに浸

透していって、３期目は、これだったら私

が本来信条としているグリーフケアアドバ

イザーとして今回は参加させていただこう

という気持ちになりました。なので、正直

申し上げて、１期２年というのは結構きつ

いなと思いました。せめて１期３年で２期

続けられたら、何となく区民として自分が

何かできることがあるのではないかなと考

えられるのではないかなと、そういうふう

に思った次第です。 

なので、この規定に関しては、今回は異

存はありませんが、増やすとか任期のこと

を再検討するとか、そういった話す機会が

ありましたら、ぜひお願いいたします。 

以上です。 

○八藤後会長 ありがとうございました。

事務局から特にコメントなどございません

でしょうか。 

○白勢ＵＤ担当係長 事務局です。 

先ほどの川口委員の、委員の増員も含め

て今の任期のお話というのも、実はほかの

審議会等でも議論になっているところです。

各審議会で任期はそれぞれ異なっています。

３年の任期のところもあれば、２年の任期

のところもあります。基本的には２年が一

般的なのですが、いろいろな事情の中で３

年にしているところもございますので、先

ほど工藤委員からお話があったとおり、一

括して検討させていただいて、変えるとき

にはご議論をしていだきながら変えていき

たいなと思います。ありがとうございます。 

○八藤後会長 ありがとうございました。 

ほかにこの件でございますか。 

○長澤委員 委員の長澤です。 

今、区民委員が２年の任期というお話だ

ったのですけれども、ちょうど私が２年目

なのですね。よく分かっていないところが

あって改めてお伺いしたいのですけれども、

それ以外の委員の方というのは特に任期と

いうのはないのでしょうか。 

○白勢ＵＤ担当係長 事務局です。 

任期はございます。委嘱をかけている期

間が、皆さん２年間になっております。先

ほどの要綱でいくと、各団体の代表者とい

うことになっております。おおむね２年間

で交代していただくこともあるのですが、

継続してやっていただく、先ほど言った２

年間ではちょっと短いよねということで、

例えば３年だったりとか、４年だったりと

いうことになっています。なので、区民、

関係団体の皆様は、一応任期上は２年なの

ですが、それぞればらばらというのが実情

です。 

我々としては、各団体のご事情もあるの

で、２年間で必ず交代してくださいとか、

３年の途中の交代は駄目ですというつもり

はなくて、それは各委員がご所属されてい

る団体の事情に合わせて、ただ、あくまで

も我々の会議の中の委員の委嘱は２年間と

いうことになっているので、そこはご理解

いただきたいなというところです。 

以上です。 

○八藤後会長 これでよろしいですか。 

○長澤委員 大丈夫です。 

○八藤後会長 ありがとうございます。 
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 では、金子委員、どうぞ。 

○金子委員 ここで出していいのかどうか

ちょっと迷いつつも、あえてお聞きしちゃ

いますが、とにかくよく分からないものは

聞いたほうがいいと思って。 

というのは、ここの会ではない、先ほど

来出ているバリアフリー協議会、あそこは

たしか公募委員ってないのですよね。先ほ

どの足立区の審議会規則があるのでしょう

が、私はバリアフリー協議会も出させてい

ただいて、こんなことを言っていいのかわ

かりませんが、あそこの議論はユニバーサ

ルデザイン推進会議みたいにすごい活発な

意見はあまり聞かれないというか、どちら

かというと事務局の報告で終わっている感

があるのですよね。というと悪口になって

しまい申し訳ありませんが、一応言わせて

もらって。 

公募委員が何であそこにはないのかなと

いうことと、障がい者団体からということ

で私が出させてもらっていますが、バリア

フリーですから、ほかの団体で、１名の委

嘱ではなくて、最低でも２名の委嘱になら

ないのかなと、ちょっとそんなふうに思っ

ています。これはここの場で議論するべき

かどうか分からないので、もし行政の方が

答えにくいようであればしなくても結構だ

と思いますが、一応述べさせていただきま

した。 

○八藤後会長 確かに関係ないのですけれ

ども、この委員会としては関係がある話だ

と思いますので、この場でいろいろなお話

をされて構わないと思います。 

では、お願いします。 

○大山委員 ご意見ありがとうございます。

私もここにずっと携わらせていただいて、

いろいろな審議会も経験させていただいて

いますが、これほど区民委員の皆さんや代

表者の方が、それぞれのお立場で自由な意

見を言っていただける審議会は他にないか

なと思うぐらいで、これも会長の進行でし

たり、山田先生のお人柄だったりというこ

ともあるのだろうと思い、そういう意味で

は一番ご意見をいただいていると思います。 

それと比較してというとあれですが、バ

リアフリーのほうはご意見を言いづらいと

いうところもあるのかなと、私ども同じ事

務局として反省しておりまして、今後はも

う少しご意見をいただけるように工夫もし

たいですし、進行も工夫していきたいなと

思っています。 

それから、委員を増やしたらどうかとの

ご意見については、申し訳ありません、こ

の場で即答ができかねますので、今回この

ユニバーサルのほうでいただいたご意見を

踏まえて、併せて内部で検討させていただ

きたいと思いますが、ご主旨はよく分かり

ます。 

以上です。 

○金子委員 公募委員がないというのは何

でなのか。 

○白勢ＵＤ担当係長 事務局です。 

実はバリアフリー協議会がもともとでき

た経緯が、ユニバーサルデザイン推進会議

との異なる状況です。 

簡単に説明します。バリアフリー協議会

は、基本的に区内全域のバリアフリー化を

どうしていくかというところから、まず始

まりました。その関係上、バリアフリー化

をどうしていくかというところは、バリア

フリー法の法律が今の法律より前のときは

交通バリアフリー法だったので、どちらか

というと交通事業者が中心となるものでし

た。ですから、現状のバリアフリー協議会

のメンバーも、ＪＲ東日本や東京メトロを

含めた鉄道事業者やバス事業者、交通管理

をする警察署、そういった事業者が多いと

いう状況です。現在は法律が変わってバリ

アフリー法なので、交通だけではなくて全

体のバリアフリーとなっています。 

バリアフリー協議会自体も、先ほど言っ

たとおり、２９年の区役所周辺地区から進

捗管理しかしていなかった、新しい地区を

つくっていなかったという状況です。です

ので、どちらかというと交通のバリアフリ

ー、駅、バス、道路等のバリアフリーをど

うしていくかという議論を今までしていて、

現在ユニバーサルデザインの話やまちづく

りのところという部分の視点もあるので、

その経緯から公募委員がもともとなかった

というところです。 

今の八藤後会長からのお話もあったとお

り、区民の公募というのは、いろいろな委

員会、審議会では必要だというところはあ

ります。そういったところも検討していか

なければいけないかなと思うのですが、実

はメンバーが５０名近くいる状況です。こ

の会議室に５０名ぎっしり集まるので、今



14 
 

のコロナの状況から行くと、ちょっと難し

いかなというところもございます。今バリ

アフリー協議会の中では、直接的に地区に

関わる事業者さんだけご参加いただき、そ

れ以外の事業者さんには書面でご確認いた

だくという書面開催の併用をとっています。

そういったところも少し、今のユニバーサ

ルデザイン推進会議の委員等含めて、我々

ユニバーサルデザイン担当課が所管してお

りますので、総合的に判断して、大山部長

ともご相談させていただきながら検討して

いきたいなと思っています。 

以上です。 

○八藤後会長 よろしいでしょうか、そん

なところで。 

○戸谷委員 しばらくいろいろな改革の問

題がたくさん出ていましたが、私も。 

このコロナのときに学校関係に出入りす

ることがほとんどなかったのですが、９月

頃だったでしょうか、学校へ行きましたら、

トイレがきれいになっておりました。１階、

２階、全部洋式になっていましたし、体育

館も冷暖房完備でございました。こういっ

たマイナスの時期に、そうしたものがプラ

スになってきたのかなと逆に私は思ったの

です。子どもたちが登校できないときに、

そういったことができたのかなと、逆にプ

ラスに考えたわけです。いろいろな面で随

分変わってきました。道路状態にしても、

いろいろ回って歩きますが、随分よくなっ

てまいりました。いろいろな面で皆さんの

ご意見がプラスになって出てきているので

はないかなと、こんなふうに理解しており

ます。 

以上です。 

○八藤後会長 ありがとうございます。そ

うなのですね。この足立区でやっていてや

りがいがあるなと思うのは、目に見えてよ

くなっているというのが分かるというとこ

ろですね。ちょっと持ち上げたところで、

事務局からございますでしょうか。 

○白勢ＵＤ担当係長 ありがとうございま

す。実際にこの評価の中でも、いろいろな

学校施設であったりとか、バリアフリー協

議会の中でも、バリアフリーに取り組むと

ころでまち歩きを実際に区民の方々、金子

さんを含めた障がい者団体の方に行ってい

ただいて、実際バリアフリー化やユニバー

サルデザイン化している公園も、江北地区

ですと江北平成公園とか、上沼田南どんぐ

り公園とか、そういったところがあって、

実際にそういう公園に変わっていくのだと

いうのが目に見えてわかるので、まち歩き

をしていて非常によかったというご意見も

いただいています。そういった意味では

我々の仕事が、ある一定の部分では評価い

ただいているというところでは非常にあり

がたいなというところでございます。あり

がとうございます。 

○八藤後会長 ほかにございませんでしょ

うか、この審議事項に関しては。よろしい

でしょうか。 

これで今日の議題の最後なのですが、山

田副会長から何か総括してあれば、ご意見

を伺いたいと思いますが。突然振ったので

申し訳ありません。 

○山田副会長 ユニバーサルデザイン推進

会議ですが、皆さんからのご発言もありま

したとおり、非常に活発な審議で、いろい

ろなご意見を交わすのがいつも楽しかった

です。いろいろな勉強をさせていただいて

ありがとうございます。今後ともまたいろ

いろな場面でよろしくお願いいたします。 

○八藤後会長 ありがとうございます。 

それでは、本日の議事についてはこれで

終了いたしました。司会進行を事務局にお

返しいたします。 

○安岡ＵＤ担当課長 八藤後会長、どうも

ありがとうございました。 

 本日は、委員の皆様には、大変お忙しい

中、ユニバーサルデザイン推進会議にご出

席いただきまして、ありがとうございまし

た。 

 次回の第２７回足立区ユニバーサルデザ

イン推進会議なのですが、予定としまして、

まだ決定ではないのですが、３月２６日

（金曜日）の午前と３月１５日（月曜日）

を候補日と考えております。 

○白勢ＵＤ担当係長 ３月１５日（月曜日）

と３月２６日（金曜日）の２つを候補に挙

げさせていただいております。会議室の都

合で残念ながらこの２つしか選択肢がなく、

できれば３月２６日にしたいのですが、年

度末ですので、それよりちょっと早い１５

日のほうがいいよということであれば、そ

ちらのほうでも検討したいと思います。近

づきましたらご相談はさせていただきます

が、もし今の状況で分かるようでしたら教
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えていただけたらなというところでござい

ます。 

○安岡ＵＤ担当課長 ご都合が悪ければ今

おっしゃっていただけると助かります。ご

都合が悪い場合は、後日でも構いませんの

で、事務局に連絡していただければと思い

ます。一応３月１５日（月曜日）の午後と

３月２６日（金曜日）の午前を候補日と考

えております。 

山田副会長、急遽ウェブ会議での参加へ

の対応どうもありがとうございました。 

 これをもちまして第２６回足立区ユニバ

ーサルデザイン推進会議を閉会といたしま

す。どうもありがとうございました。 

なお、お車でお越しの方には駐車券をご

用意しておりますので、お帰りの際に事務

局までお申し出ください。 

本日はどうもありがとうございました。 

 

閉会 
 


